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◇◆◇コンテンツ◇◆◇  

１ 同一労働同一賃金に関する改正省令交付、雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます 

２ 東京都介護・障害福祉サービス等職員カスタマー・ハラスメント総合相談窓口のご案内（東京都） 

 

１ 同一労働同一賃金に関する改正省令交付、雇い入れ時の労働条件明示事
項が追加されます 
パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、令和８年 10 月よりパートタイム・有

期雇用労働者に関するルールが改正されます。関連して、同一労働同一賃金に関する改正省令・告

示が交付されました（令和８年４月 28 日）。 

厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」には、同一労働同一賃金ガイドライン等の改正のほ

か、雇い入れ時の労働条件明示事項として、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求

めることができる」旨が追加されたため、各法人においても対応が必要です。同ページにはモデル

労働条件通知書も掲載されておりますので、参考にしてください。 

・同一労働同一賃金特集ページ（厚生労働省） 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html 

 ・リーフレット「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります」 

https://www.mhlw.go.jp/content/001698010.pdf 

 ・令和８年改正の概要 

  https://www.mhlw.go.jp/content/001695902.pdf 

 ・モデル労働条件通知書 

https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000815925.pdf 

■雇い入れ時の労働条件明示事項の追加について（リーフレット一部抜粋） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東社協福祉施設経営相談室だより №186 （全2枚） 令和８年５月18日 
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■待遇の相違等に関する説明について（リーフレット一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 「東京都介護・障害福祉サービス等職員カスタマー・ハラスメント総合

相談窓口」のご案内（東京都） 

東京都では、令和７年度より介護職員を対象とした相談窓口を開設していました

が、令和８年４月より相談窓口を拡充し、障害福祉サービス事業所等で勤務する職

員も対象に加え、新たな窓口が開設されました。 

・相談窓口名称：東京都介護・障害福祉サービス等職員カスタマー・ハラスメント総合相談窓口 

・相談時間：月曜日から金曜日 午前９時から午後５時 30 分まで（祝日・年末年始除く） 

・対象者：都内介護施設及び障害福祉サービス事業所等に勤務する職員・管理者 

・相談方法：電話０１２０－３１８－６５７または相談フォームで受付 

 

 経営相談室では、役員会等運営に関するご相談、会計・税務・労務に関する

ご相談等、様々なご相談をお受けしています。下記にて受付しておりますの

で、ご活用ください。 

  

東京都社会福祉協議会 経営相談 月曜～金曜 9～17 時／土日祝日・年末年始休み  

東社協ホームページ内「経営相談フォーム」または専用電話よりご相談を受付しています。  

専用 TEL: 03-3268-7170(平日９時～1７時)  

東社協ＨＰ：https://www.tcsw.tvac.or.jp/keiei/index.html  

（東社協 HP→目的から探す福祉現場に向けた取組み→2.福祉施設・事業所の経営相談、経営支援→経営相談室）  

https://www.tcsw.tvac.or.jp/keiei/index.html

